
議案第３号 

 

   京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の全部改    

   正について 

 

 京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の全部を改正する条

例を別紙のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

  令和８年２月１９日 提出  

 

                    京田辺市長  上 村  崇   

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 本件は、令和８年度から子育て世帯訪問支援事業を開始することに伴い、こ

ども家庭庁が定める子育て世帯訪問支援事業実施要綱に沿う内容にするととも

に、手数料の額等を見直すため、提案するものである。 



京田辺市条例第  号 

 

   京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例（案） 

 

 京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例（平成３年京田辺市

条例第１３号）の全部を改正する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第

１９項に規定する子育て世帯訪問支援事業（以下「子育て世帯訪問支援事業

」という。）を実施するに当たり、訪問支援員の派遣に係る手数料（以下「

手数料」という。）の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （手数料の額） 

第２条 １時間当たりの手数料の額は、子育て世帯訪問支援事業を利用する者

が属する世帯（以下「利用世帯」という。）の区分に応じ、別表のとおりと

する。 

 （手数料の免除） 

第３条 市長は、利用世帯が規則で定める事項に該当すると認めるときは、手

数料を免除することができる。 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

別表（第２条関係） 

 利用世帯の区分 手数料の額 

１ 生活保護世帯 ０円 

２ 市町村民税非課税世帯 ０円 

３ １及び２以外の世帯 ７００円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この条例による改正後の京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条

例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に利用が

あった訪問支援員の派遣に係る手数料について適用し、施行日の前日までに

利用があった改正前の京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条

例に規定するホームヘルパーの派遣に係る手数料の取扱いについては、なお

従前の例による。 


